
令和３年４月１日～ 

 

 

 

 

 

  

・資料の提出をお願いします。（付近見取図，計画図，公図など） 

 

 

 

 

 
・現地へ担当職員が行き、現状を把握し、道路の指定（変更・廃止）として可能かどうかを 

判断します。 

 

 

 

 

 
・道路の指定（変更・廃止）申請書を作成要領に従って作成してください。 

・申請書の事前審査を行いますので、一通り作成した段階で提出してください。 

・事前審査は約１週間かかります。 

 

 

 

 

 
・道路の指定（変更・廃止）申請書の提出 正本１部・副本１部及び添付書類 

 

 

 

 

 

・申請後、書類の審査を行い、約１週間で通知書を交付します。 

 

 

 

 

 

事 前 相 談 

現 地 調 査 ・ 課 内 協 議 

道 路  の 指 定（変 更・廃 止）通 知  （通知書の交付） 

道 路 の 指 定（変 更・廃 止）申 請 書   提 出 

建築基準法に定める指定道路（2項、3項道路）の廃止申請手続きについて 

書 類 作 成 ・ 事 前 審 査 


